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特集：新たな日常に向かって 特集：新たな日常に向かって

　町独自で取り組んでいる新型コロナウイルス感染症緊急対策を有効に活用してもらうため、

改めて紹介します。詳しくは問い合わせください。

　１人あたり１０万円が受けとれる、国の特別定額給付金の締め切りが８月１２日となっています。

６月１５日現在、町の申請の割合は９８.９％となっており、申請期限を過ぎてしまうと受け取れな

くなります。まだ申請していない方は、お早めに申請してください。

 豪雨による洪水や台風などが発生しやすい時期になってきます。町においても、避難所を開

設する場合、新型コロナウイルス等の感染予防のため、少しでも感染リスクが軽減されるよう

次のとおり対策を実施しますが、自助としての感染防止対策もできるだけお願いします。

町 の新型コロナウイルス感染症緊急対策

再確認！

独 自

舟形町プレミアム付商品券事業

　消費者のみなさんがお得に買い物できるように、

かつ、町内の事業所を応援するため、プレミアム

分を３０％と拡充しました。

▼購入できる方／原則、町内在住、在勤の方など

▼購入限度額／１人 ３０,０００円まで

▼有効期間／６月２９日～１２月２８日まで

▼問い合わせ／もがみ南部商工会舟形事務所

　　　　　　　　　　　　　☎（３２）２２４２

舟形町緊急経営支援事業

　国の持続化給付金および、県の緊急経営改

善支援金の給付に該当しない舟形町内在住の、

卸売・小売・飲食・サービス業を営む小規模

事業者に対して、支援金を支給します。

▼申請〆切／令和３年２月１５日

▼対　　象／事業収入が前年同月比で

　３０％～５０％未満減少している事業者

▼支　給　額／一律１０万円

▼問い合わせ／

　舟形町まちづくり課商工支援係　

　　　　　　　　　☎（３２）０８４４

町出身学生への特産品給付事業

　町への帰省を自粛している学生を応援するため、

町の特産品を給付します。

▼対　象　者／次のすべてを満たす学生

・舟形町出身で町外にお住まいの学生

　（短大、大学、大学院、専門学校、予備校等）

・町外で生活し、申請時に帰省を自粛している方

・保護者の住民登録が舟形町内である方

▼申込み方法／郵送、ＦＡＸ、申込みフォーム、

　電子メール、家族の方が持参

　学生証等の写しが必要です（写真データも可）

▼〆　　切／８月３１日

▼問い合わせ／

　舟形町まちづくり課地域支援係　

　　　　　　　　☎（３２）０１０４

ガンバルめがみちゃん
　　　 応援キャンペーン事業

　町内在住で小売・飲食・サービス業を営む

事業者が、自ら発行する商品券に対して支援

します。

▼〆　　切／１０月３０日

▼補　助　額／町内に事業所：上限３０万円

　　　　　　町外に事業所：上限２０万円

▼問い合わせ／

　舟形町まちづくり課商工支援係　

　　　　　　　　☎（３２）０８４４

▶利用できる店舗
　はこちら

詳しくはこちら

特別定額給付金の申請はお済ですか？

●３密の回避（密集･密接･密閉）
・定期的な換気（30分に一度を目安）
・避難者ごとの居住スペースの距離は
　１ｍ以上（できれば２ｍ）を確保

●基本的な感染防止対策の実施
　（避難所の衛生管理）

※マスク･消毒液･体温計が不足しています。
できるだけ自ら携行してください。

新型コロナウイルス感染症が収束しない中でも、
災害時、危険な場所にいる人は指定避難所に避難しましょう。

・マスクの着用と手洗いの励行の呼びかけ
・受付時の体温・体調のチェック
・消毒液の配置
　（受付、トイレ、洗面所、居住スペース等）
・蛇口、ドアノブなどの定期的な消毒
　（１時間に１回を目安）

▼問い合わせ／舟形町総務課デジタルファースト推進室　☎（３２）０８１８

▼問い合わせ／舟形町住民税務課危機管理室　☎（３２）０１５５

申請を忘れずに

災害時の避難所での新型コロナウイルス感染症対応

「自らの命は自らが守る」意識で、
　　　　　　　　  適切な避難行動を
「自らの命は自らが守る」意識で、
　　　　　　　　  適切な避難行動を

●体調不良者への対応
　　　（避難者の健康管理）
・体調不良者の専用スペースの確保
・保健所等との連携体制の確保

New


